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黒目川上流域の広場名称

制
限
の
緩
和
の
検
討
な
ど
の
案
を

示
し
て
い
ま
す
。

市

内

の

優

先 

整
備
路
線
（
案
）

　
【
都
施
行
】
東
３
・
４
・　

の
１

１５

号
線
（
新
座
市
境
〜
新
座
市
境
）

▼
東
３
・
４
・　

号
線
（
五
小
通

１８

り
〜
東
３
・
４
・　

号
線
）

１３

　
【
市
施
行
】
東
３
・
４
・　

号
線

１３

（
東
３
・
４
・　

号
線
〜
本
町
四
丁

１８

目
）
▼
東
３
・

４
・　

号
線（
神

２０
宝
町
一
丁
目

〜
新
座
市
境
）

▼
東
３
・
４
・

　

号
線
（
小
平

２１市
境
〜
主
要
地
方
道
５
号
線
〈
新

青
梅
街
道
〉）

　

市
で
は
、
都
と
多
摩
地
域
の
関

係
市
町
と
の
共
同
に
よ
り
、「
多
摩

地
域
に
お
け
る
都

市
計
画
道
路
の
整

備
方
針
（
案
）」
を

策
定
し
ま
し
た
。

　

同
案
で
は
、
①

未
着
手
の
都
市
計

画
道
路
を
対
象
と

し
て
必
要
性
の
確

認
を
行
い
、
②
今

後　

年
間
に
優
先

１０
的
に
整
備
す
べ
き

路
線
（
優
先
整
備

路
線
）の
選
定（
第

三
次
事
業
化
計
画

の
策
定
）
を
行
う

と
と
も
に
、
③
優

先
整
備
路
線
に
選

定
さ
れ
な
か
っ
た
路
線
に
つ
い
て

の
都
市
計
画
道
路
区
域
内
の
建
築

　

月
に
約
３
万
３
０
０
０
件
の
ア

ク
セ
ス
が
あ
る
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
広
告
（
バ
ナ
ー
広
告
）
を
掲

載
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
【
基
準
】公
共
性
と
品
位
を
損
な

わ
な
い
も
の
。
政
治
・
宗
教
活
動
、

意
見
広
告
と
個
人
宣
伝
な
ど
は
除

き
ま
す

　
【
規
格
】「
扉
の
ペ
ー
ジ
」
上
に
、

縦　

ピ
ク
セ
ル
、
横
１
５
０
ピ
ク

６０
セ
ル
。
４
キ
ロ
バ
イ
ト
以
内
。
Ｇ

Ｉ
Ｆ
形
式

多
摩
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路

多
摩
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路 

整
備
方
針

整
備
方
針（
案
）ま

（
案
）ま
と
ま
る

と
ま
る

　

※
広
告
デ
ザ
イ
ン
は
広
告
主
で

作
成
と
な
り
ま
す
。

　
【
募
集
枠
】
８
枠

　
【
掲
載
期
間
】
５
月
か
ら
、
１
カ

月
単
位
で
最
長
６
カ
月

　
【
掲
載
料
】
１
枠
当
た
り
月
２
万

円
　

申
し
込
み
は
３
月　

日
（
金
）

１０

ま
で
に
（
消
印
有
効
）、
所
定
の
申

込
書（
広
報
課〈
市
役
所
２
階
〉）に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
〒
２
０

３
―
８
５
５
５
、
市

役
所
広
報
課
あ
て
郵

送
を
。
電
子
メ
ー
ル

（
下
記
参
照
）、
フ
ァ

ク
ス　

・
１
１
３
１

７２

ま
た
は
直
接
同
課

（
市
役
所
２
階
）へ
持

参
も
可
。

　

※
申
込
書
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
入
手
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
広

報
担
当
�　

・
７
７
０
８
へ
。

７０

市ホームページに
掲載する

４
月
か
ら

４
月
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
が
施
行

障
害
者
自
立
支
援
法
が
施
行

◆広報課電子メールドレス
koho@city.higashikurume.lg.jp

広告主を
募集中！

精
神
医
療
制
度
が
変
わ
り
ま
す

精
神
医
療
制
度
が
変
わ
り
ま
す

◆都都市整備局ホームページ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/

　

同
案
の
全
文
は
、
都
都
市
整
備

局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
都
民
情
報

ル
ー
ム
（
都
庁
第
一
庁
舎
３
階
）、

市
都
市
計
画
課
窓
口
（
市
役
所
５

階
）
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
意
見
・
ご
提
案
を
募
集

　

こ
の
案
に
対
す
る
ご
意
見
・
ご

提
案
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
募
集
方
法
】３
月　

日（
水
）ま

１５

で
に
（
必
着
）、
は
が

き
ま
た
は
手
紙
で
、

〒
１
６
３
―
８
０
０

１
、
東
京
都
都
市
整

備
局
街
路
計
画
課
あ

て
郵
送
を
（
同
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

送
る
こ
と
も
可
）。

　

詳
し
く
は
都
同
課

�　

・
５
３
８
８
・

０３
３
３
８
７
ま
た
は
市

都
市
計
画
課
�　

・
７０

７
７
６
２
へ
。

　

市
で
は
昨
年
６
月
、
下
水
道
使

用
料
に
つ
い
て
東
久
留
米
市
下
水

道
使
用
料
等
検
討
委
員
会
に
検
討

を
依
頼
し
ま
し
た
。
同
委
員
会
で

検
討
を
重
ね
た
結
果
、　

年　

月

１７

１２

下
水
道
使
用
料
の
改
定

　
　
　
　

市
議
会
に
提
案

　

日
に
、
市
長
あ
て
に
下
水
道
財

２１政
の
健
全
化
を
主
眼
と
し
た
趣
旨

の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
報
告
書
に
基
づ
く
下
水
道
料

金
の
改
定
案
を
、　

年
第
1
回
市

１８

議
会
定
例
会
に
提
案
を
行
い
ま
し

た
。　　
　

　

同
委
員
会
の
会
議
録
、
報
告
書

の
詳
細
は
、
下
水
道
課
（
市
役
所

５
階
）
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
２

階
）
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
下
水
道
課
計
画
係
�

　

・
７
７
５
８
へ
。

７０

黒黒目目川川上上流流域域のの広広場場名名称称
　

市
で
は
、　

年
度
か
ら
市
民
の

１６

皆
さ
ん
に
親
し
ま
れ
る
水
辺
環
境

の
整
備
と
し
て
、
柳
橋
か
ら
宮
裏

橋
間
ま
で
の
約
６
４
０
㍍
の
区
間

に
わ
た
り
、
親
水
広
場
を
整
備
し
、

今
年
の
３
月
末
ま
で
に
す
べ
て
が

完
成
す
る
予
定
で
す
。

　

同
広
場
を
利
用
す
る
皆
さ
ん
に

親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
、
こ
の
広

場
の
名
称
を
広
報
１
月
７
日
号
に

て
公
募
し
た
と
こ
ろ
、
市
民
の
方

か
ら
多
数
の
応
募
を
頂
ま
し
た
。

そ
の
中
か
ら
、
こ
の
地
域
の
旧
地

名
で
あ
っ
た
新
山
と
水
に
よ
り
親

し
む
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
し
ん
や

ま
親
水
広
場
」
と
決
定
し
ま
し
た
。 　

郷
土
の
広
場
と
し
て
、
大
切
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
現
在

施
工
中
の
区
域
は
、
４
月
中
旬
ご

ろ
利
用
で
き
る
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
下
水
道
課
工
事
係
�

　

・
７
７
５
９
へ
。

７０

しんやま親水広場しんやま親水広場
に決定！　　　　に決定！

　

現
行
の
通
院
医
療
費
公
費
負
担

制
度
が
４
月
か
ら
自
立
支
援
医
療

（
精
神
通
院
）
に
変
わ
り
ま
す
。

　

更
新
手
続
き
は
、
都
か
ら
送
付

さ
れ
た
用
紙
を
使
用
し
て
３
月　
３１

日
（
金
）
ま
で
に
障
害
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）で
必
ず
行
っ
て
く

　

現
在
、
国
民
健
康
保
険
の
精
神

医
療
給
付
金
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
の
自
己
負
担
額
相

当
分
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
て
い
る

「
精
神
医
療
給
付
金
」
が
、
４
月
１

日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施

行
に
伴
い
変
更
に
な
り
ま
す
。　

《

変

更

点

等

》

　

①
対
象
者
＝
受
診
す
る
方
の
属

す
る
世
帯
認
定
を
医
療
保
険
ご
と

と
し
、
世
帯
全
員
が
当
該
年
度
の

市
民
税
が
非
課
税
の
場
合
に
対
象

と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
自
立
支

援
医
療
（
精
神
通
院
）
支
給
認
定

の
申
請
を
事
前
に
し
て
い
る
こ
と

が
前
提
で
す

　

②
申
請
手
続
き
＝
精
神
医
療
給

付
金
の
支
給
を

受
け
る
た
め
に

は
、「
国
保
受
給

者
証
（
精
神
通

院
）」の
交
付
申

請
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、
３
月

　

日
ま
で
に
申
請
手
続
を
行
っ
て

３１く
だ
さ
い

　

③
受
給
者
証
＝
国
保
受
給
者
証

（
精
神
通
院
）
は
、
原
則
、
自
立
支

援
医
療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
）

等
と
一
緒
に
本
人
あ
て
に
送
付
さ

れ
ま
す
。
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
�　

・
７
７
３
２
へ
。

７０

だ
さ
い
。
な
お
、
手
続
き
の
詳
細
、

都
か
ら
更
新
の
お
知
ら
せ
が
届
い

て
い
な
い
方
、
こ
れ
か
ら
制
度
の

利
用
を
考
え
て
い
る
方
は
、
同
課

管
理
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
�　

・
７
７
４

７０

７
へ
。

国

民

健

康

保

険

精

神

医

療 

給
付
金
制
度
が
変
更
に
な
り
ま
す

精
神
障
害
者
通
院
医
療
費
公
費
負
担 

制

度

を

受

け

て

い

る

方

へ

●基本は１割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定
　の負担能力があっても、継続的に相当額の医療負担が生じる方、
　（高額治療継続者〈いわゆる「重度かつ継続」〉）にもひと月あたり
　の負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています
●世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入し
　ている家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入し
　ている場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険の
　いずれにおいても障害者を扶養としないことにした場合は、別の
　世帯とみなすことが可能となります
　詳しくは障害福祉課�７０・７７４７へ。

自立支援医療の
　　　利用者負担と軽減措置

「水と緑とふれあいのまち」にふさわしい「しんやま親水広場」「水と緑とふれあいのまち」にふさわしい「しんやま親水広場」

快適な都市環境が整ったまちづくりを目指して快適な都市環境が整ったまちづくりを目指して
都市計画道路網の整備に取り組んでいます都市計画道路網の整備に取り組んでいます

しんやま親水広場案内図


